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１ ．はじめに──調査の概要

札幌市公契約条例の制定を求める会（以下、
求める会。代表、弁護士・伊藤誠一）では、公
契約条例１を札幌市に制定することを目指して
２０１２年から取り組みを続けています。
現時点で札幌市においては、公契約条例の制
定は明確な課題としては認識されていません。
２０２３年の統一地方選挙で「求める会」が行った
公開質問への回答によれば、「まずは、経済界
や労働界などの関係団体と協議会を設置し、人
手不足の解消による地元企業の経営の安定化と
労働者の雇用環境の向上を両立させるため、条
例の検討を含め、新たな仕組みの創設により取
り組」むとのことです２。
そのような中で「求める会」では、札幌市の
公共調達に関する資料の整理や実態の把握、入
札・契約制度を中心とする札幌市からの聞き取
り調査などに取り組んできました。
本連載では、その一環として、「求める会」
が２０２４年 ３ 月２８日に札幌市財政局管財部契約管
理課から行った聞き取り調査の結果と資料をま
とめていきます。
なお、２０２２年にも、本誌第２０２号から第２０６号
にかけて「札幌市の公共調達等に関するデータ」
というタイトルで文章をまとめていますので、
そちらも参考にしてください。

○調査の目的と調査の内容（概略）
まず、今回の調査の具体的な目的は、大きく
二つに分けられます。
一つは、札幌市発注の仕事の全体像や市の仕
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事で働く労働者の現状を札幌市の資料や市の調
査結果に基づき整理することです。問題を提起
する上でも、関係資料の整理は基礎的な作業と
して必要なことです。
もう一つは、札幌市の公共調達における入札

・契約に関する取り組みを知ることです。総合
評価落札方式や労働条件確保に関する取り組み
に焦点をあてました。幸い、札幌市の総合評価
落札方式については、「求める会」で２０２１年度
（２０２２年 １ 月）に行った調査結果に基づき、そ
の沿革や運用などの詳細が正木（２０２２）にまと
められています。今回の調査では、その後の状
況などを尋ねました。
次に調査の内容は、資料提供の要請とあわせ
て、札幌市には事前に次のような質問内容を送
付していました。すなわち、（ １）情勢を踏ま
えた契約課の業務における方針や施策・取り組
み、入札契約制度における特徴や改善点など、
（ ２）総合評価落札方式における近年の取り組
み、特徴、（ ３）労働条件確保の取り組み、（ ４）
その他。
当日は、工事・工事関連業務と役務委託に分
けて、以上の項目の説明をしていただきました。

（2024年 ３ 月28日、札幌市からの聞き取り調査）
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○本稿の注意事項
本稿を執筆時点（ ４月中旬）で、調査はまだ
継続中です。 ３月の聞き取りで伺った話を整理
した上で、なお分からなかった点や教えていた
だきたいこと、資料やデータの有無などを追加
で照会し、その回答待ちの状況です。そのよう
な状況ですから、第一報にあたる本稿では、調
査にのぞむにあたっての我々の問題意識をまと
めるにとどめることを、はじめにお断りしてお
きます。
補足すると、（ １）本調査では、入札・契約

に特化して話を聞いています。建設業全体に関
する札幌市の取り組みについては、札幌市建設
局によってまとめられた「さっぽろ建設産業活
性化プラン（２０２０年度～２０２４年度）」３などをご
参照ください。（ ２）同じく、指定管理者制度
は主管が異なるので（札幌市総務局行政部改革
推進室推進課）、原則として、調査対象からは
外しました（但し、資料収集は行っており、別
途ご紹介します）。（ ３）最後に、本稿で示す見
解などは、「求める会」によるものではなく、
筆者個人のものであることをお断りしておきま
す。

２ ．自治体発注の仕事をめぐる問題──調査
にあたっての問題意識

調査にのぞむにあたっての我々の問題意識を
まとめました。事前に札幌市に送付していた調
査票の前文に加筆し、再構成しました。
第一に、国からの地方行政改革、地方への所
得再分配の縮減、公共投資の削減などを背景に、
自治体では、財政のひっ迫や職員の削減・非正
規化が進むほか、過度な一般競争入札制度が採
用されるに至りました。結果、入札現場におい
ては、激しい価格競争・ダンピング競争が起こ
り、公共工事やサービスにおける品質の低下や
事故の発生のほか、（本稿の関心事である）そ
こで働く労働者の労働条件の悪化、担い手確保
の困難が全国的な問題になってきました。

第二に、こうした事態に対して、品確法が
２００５年に制定され、そして、同法を含むいわゆ
る担い手三法（建設業法・品確法・入契法）が
２０１４年に改正、２０１９年には第二次改正が行われ
るなど、建設産業においては、品質の確保とあ
わせて担い手の確保を目指す動きが進められて
きました。公共工事設計労務単価（以下、設計
労務単価）も、単価の算出手法の大幅な変更が
行われた２０１３年度分から連続で大幅に引き上げ
られています４。
さらには、（拙速な制度設計との評価もあり
ますが）賃上げを実施した企業を優遇する（総
合評価落札方式で加点する）措置が国の公共工
事で２０２２年度から採用されています。今日では、
建設業に限ったことではなく、日本経済の再生
のためにも労働者の賃上げが国家的な課題にな
っていると言えるでしょう。
そして第三に、状況の改善のために、国はも
ちろんのこと、自治体の果たす役割に注目が集
まっています。本稿のテーマで言えば、総合評
価落札方式や公契約条例の導入などを含む、政
策目的型入札（改革）がそれに該当します５。
補足すると、一つには、政策入札とは、武藤
（２００３）により提唱されたもので、環境、福祉、
男女共同参画、公正労働条件など社会的価値を
総合評価落札方式の枠組みの中に組み込むこと
で、入札制度を、社会的価値を追求する政策手
段として機能させるという考え方です。
いま一つには、野口（２０１８）では、各自治体
のウェブサイトの掲載情報に基づき、総合評価
落札方式で設定されている評価基準が紹介され
ています。そのうち「労働福祉に関する評価基
準例」として、①賃金の支払い、②社会保険等
の加入、③障がい者雇用、④女性雇用、⑤若年
者雇用、⑥高齢者雇用、⑦就職困難者の雇用が
あげられており、同じく、子育て支援・男女共
同参画に関する評価基準例として、①子育て支
援に関する制度等、②育児・介護休業制度、③
短時間勤務制度等、④男女平等参画に関する制
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度等があげられており、参考になります。
札幌市においても、次のような取り組みが報
道されていました６。（ １）２０２４年度の早期発注
工事等から総合評価落札方式が本格実施される
こと。（ ２）「札幌市働きやすいまち推進協議会」
が設置され、働きやすいまちづくりを目指す取
り組みが強化されること。（ ３）総合評価落札
方式において、従業員の奨学金の返還支援を行
う事業者を評価する仕組みが導入されること─
─これらの取り組みの詳細を伺うことが本調査
の主たる目的の一つでした。
もっとも、第四に、国や自治体でこうした取
り組みが進む一方で、問題の解決が容易ではな
いことは我々も承知しています。
例えば建設現場では、全般的な人手不足に加
え ３ K職場に対する忌避から、担い手確保の困
難には歯止めがかかっていません。大きく引き
上げられた設計労務単価と実際の支払賃金との
間に乖離がなおみられます７。時間外労働の罰

則付上限規制の導入（適用除外の撤廃）が２０２４
年度から始まることを踏まえても、週休二日制
の導入や時間外労働の削減など、より一層の働
き方改革が求められています。
ここで、担い手問題に関わって、総務省「国
勢調査」に基づく、年齢別にまとめた札幌市の
建設労働者の人数をみておきましょう（表 ２ ―
１ ）。
建設労働者数の全体が２０００年の値の ７割弱に
まで減少しています。「２９歳以下」に限定すると、
２０００年値の約 ３割にまで減っています。代わり
に増えているのが高齢の労働者です。「６５歳以
上」は２０００年値の ２倍以上に増えました。
なお、２０１５年から２０２０年にかけては若年層も
含めて建設労働者数が増加していますが、「国
勢調査」データと将来推計人口データを用いた
札幌市の試算によれば、２０３０年には４５，６６４人、
２０４０年には３４，７６７人（２９歳以下はそれぞれ１１．８
％、１５．４％）にまで減少するとの結果が示され

単位：人、％
建設業 （参考）全産業

２０００年 ２００５年 ２０１０年 ２０１５年 ２０２０年
２０００→
２０２０年

２０００年 ２０２０年
２０００→
２０２０年

総数 ９９，３３９ ８４，５０３ ７１，７５９ ６５，４１８ ６７，２８７ ６７．７ ８５１，０６０ ８４５，９５３ ９９．４
１５～１９歳 １，４８５ ７６３ ３９２ ４０２ ４２４ ２８．６ １７，７３６ １２，５０７ ７０．５
２０～２４歳 ６，７９１ ３，７１８ ２，０１９ １，９５２ ２，３８７ ３５．１ ８４，５９３ ５１，５５４ ６０．９
２５～２９歳 １１，１６８ ６，６５３ ４，２０４ ３，１２２ ３，５３１ ３１．６ １０９，２９４ ６３，７０３ ５８．３
３０～５９歳 ６７，９３９ ６０，９１９ ５０，１２５ ４２，１６１ ４１，２３５ ６０．７ ５５６，６５９ ５３４，０４４ ９５．９
６０～６４歳 ６，５５６ ７，０５６ ９，４３７ ９，０２６ ７，３０８ １１１．５ ４３，００９ ７３，９２６ １７１．９
６５歳以上 ５，４００ ５，３９４ ５，５８２ ８，７５５ １２，４０２ ２２９．７ ３９，７６９ １１０，２１９ ２７７．１
２９歳以下の割合 １９．６ １３．２ ９．２ ８．４ ９．４ ― ２４．９ １５．１ ―
６５歳以上の割合 ５．４ ６．４ ７．８ １３．４ １８．４ ― ４．７ １３．０ ―

表 2 ― 1 　「国勢調査」にみる札幌市の建設労働者の推移

注：対象は就業者。３０歳から５９歳までは合算した。
出所：総務省「国勢調査」より筆者作成。

表 2 ― 2 　札幌市発注工事におけるくじ引き入札の発生割合

注 １：割合は、２０２３年１０月末の値。
注 ２：最低制限価格等でのくじ件数は、くじ引き件数のうち最低制限価格（調査基準価格）と同額でくじ引きとなった件数
を示したもの。
出所：札幌市入札・契約等審議委員会第 ２回委員会（令和 ６年 １月１１日開催）配付資料より。

土木 下水道 舗装 造園 建築 電気 管 その他 全工種
割合 ７２．８ ５４．５ ６６．３ ４６．８ ０．０ １２．７ ３７．５ ２０．７ ４６．８
くじ／入札件数 ２７６/３７９ ４８/８８ ５９/８９ ２９/６２ ０ /８８ １６/１２６ ３９/１０４ ２３/１１１ ４９０/１０４７
最低制限価格等での
くじ件数

２６６ ４７ ５４ ２８ ０ １６ ３７ ２１ ４６９
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ています８。
こうした担い手不足のほか、建設資材の高騰
で予定価格の設定が困難になるなど、自治体の
入札行政においても苦労が続いています。
札幌市においても例えば、同額入札による「く
じ引き」が多発しているほか（表 ２ ― ２ ）９、入
札不調・不落が増え、市民生活にも影響が出て
いることが報じられていました１０。こうした状
況にはどのような対応が検討されているかも本
調査で明らかにしたいと考えました。

３ ．総合評価落札方式の概略

本稿の最後に、総合評価落札方式について、
我々の問題意識の範囲内で簡単に説明をしてお
きます１１。
同方式は、入札制度において、価格と、品質
など価格以外の要素を総合的に評価して落札者
を決定する方式です。ここでの品質とは、建設
で言えば、建設構造物の品質はもちろんのこと、
工事の効率性、安全性、環境への配慮など、工
事の実施段階における様々な特性、つまり、工
事そのものの質も含みます（注釈１１の「実施マ
ニュアル」を参照）。品質確保のために適正価
格で発注されるようになれば、受託者の事業経
営はもちろんのこと、働く人たちの労働条件の
改善にもつながることが期待されます。
どのような考え方に基づき、どのような評価
項目・評価区分を設定し、どの位の重みづけを
するのかが、総合評価落札方式を自治体が導入
する際のポイントとなります。
総合評価落札方式が注目されるに至ったのは、
激しい価格競争等による品質の維持が困難にな

っていたことを背景とする２００５年の品確法の制
定によります。横関（２００９）によれば、総合評
価落札方式は、「「価格」だけで契約の相手方を
決定することを求める公共調達の特則をなすも
のであ」り、「この特則を公共工事の入札契約
の原則にし、公共工事の入札契約においては、

「価格」と「品質」とを総合的に評価して契約
の相手方を決定しようとするのが品確法」であ
ったとされています。
ただ一方で、同方式では、入札参加者や行政
側の負担が増すことが指摘されていました。そ
こで、負担の回避や懸念の払拭のために、導入
や運用に役立つとされる様々な情報が国から自
治体に提供されてきました。
表 ３ ― １ に全国の自治体における総合評価落
札方式の導入状況をまとめました。「本格導入」
は、都道府県では４７件中３６件（７６．６％）、指定
都市では２０件中１７件（８５．０％）に対して、市区
町村では、１７２１件中４０５件（２３．５％）と低く、「未
導入」も３７．９％に及びます。
なお、第一に、「本格導入」と「試行導入」

の意味するところが分からなかったので、国土
交通省に照会したところ、前者は、実施期間の
制限を設けていない場合や一定の条件のもとに
すべての工事について実施している場合を指し、
後者は、実施期間に期限（例えば、「○○年度
限り」や「向こう一年間」等）を設けている場
合や対象となる工事を選択して実施している場
合を指す、とのことでした。発注工事全体に占
める適用割合（件数・金額ベース）などは関係
がありませんでした。
第二に、先ほど述べたとおり、札幌市では、

表 ３ ― 1 　地方公共団体における総合評価落札方式の導入状況

出所：国土交通省・総務省・財務省「令和 ５年度公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等に基づく入札・契
約手続に関する実態調査の結果」より作成。

単位：件、％

団体数 本格導入 試行導入 未導入
都道府県 ４７ ３６ ７６．６　 １１ ２３．４　 ０ ０．０
指定都市 ２０ １７ ８５．０　 ３ １５．０　 ０ ０．０
市区町村 １７２１ ４０５ ２３．５　 ６６４ ３８．６　 ６５２ ３７．９
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２０２４年度の早期発注工事等から総合評価落札方
式が本格導入されています。今回の調査でも、
その意味するところや背景などを尋ねています。
第三に、国土交通省のサイトで紹介されてい
る同調査の「別紙 ２」には、総合評価落札方式
の導入状況やダンピング対策などの情報が自治
体ごとに整理されています。

入札制度の理解は簡単ではありませんが、地
域の事業者の経営や労働者の雇用を守るために
も学ぶ必要があります。まずは、自分のマチの
情報を集めてみましょう。
（かわむら　まさのり　北海学園大学教授）
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